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神輿修復完了清祓祭記念（昭和 57 年 9 月）

　
昭
和
五
十
七
年
五
月
両
神
輿

の
老
朽
化
に
伴
い
、
氏
子
に

六
〇
〇
万
円
の
奉
賛
を
仰
ぎ
修

復
す
る
事
と
な
り
、
山
本
神
仏

具
店
（
津
山
市
中
之
町
）
に
施

行
を
依
頼
し
た
。

　
修
復
過
程
で
、
両
神
輿
に
書

き
付
け
を
発
見
し
、
製
作
年
は

文
化
十
一
年
（1814

）
で
大
阪

御
堂
前
安
土
町
大
川
屋
・
山
内

又
三
衛
門
の
作
で
あ
る
事
が
判

明
し
た
。

　
昭
和
五
十
七
年
九
月
に
は
新

調
時
の
、
金
色
の
輝
き
を
取
り

戻
し
た
神
輿
が
帰
社
し
、
清
祓

の
後
こ
の
年
の
神
幸
祭
か
ら
、

氏
子
に
披
露
し
た
。

御
ごりょうしんこう

霊信仰
　日本において、人々を脅かす
ような厄災 （天災・伝染病等）の
発生を、怨

うら

みを持って死んだり、
非業の死を遂げた人間の怨

おんりょう

霊、
御
ごりょう

霊のしわざと見なして畏
い

怖
ふ

し、
それを鎮めて祟

たた

りを免れ、平穏
と繁栄を実現しようとする信仰。

供き
ょ
う
ぜ
ん
し
ょ

膳
所

　
当
社
特
有
な
建
物
で
、
一
般
神
社
で
は
神
饌
所
に

あ
た
る
が
、
当
社
で
は
神
饌
所
と
は
別
に
春
秋
の
大
祭

に
神
に
供
え
る
「
供
膳
」
を
調
理
し
、
整
え
る
事
を
目

的
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。

　
都
窪
郡
誌
に
よ
る
と
、「
神し
ん
き
ょ
う
し
ょ

供
所
」
の
名
称
で
寛
延

二
年
（1749

）
建
築
と
あ
り
、
そ
の
後
の
改
築
は
不

明
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
九
年
及
び
平
成
十
二
年
に
屋供　膳　所

第 4 章　祭祀と建造物

手て
み
ず
し
ゃ

水
舎

　
神
社
に
参
拝
を
す
る
と
き
、
手
水
舎
の
水
で
両
手
を

清
め
、
口
を
す
す
ぐ
。
こ
の
こ
と
を
「
手
水
を
使
う
」

と
い
い
、
神
社
に
は
社
殿
に
入
る
前
に
手
水
舎
が
設
置

さ
れ
て
い
る
。

　
両
手
を
清
め
口
を
す
す
ぐ
こ
と
に
よ
り
、
心
（
魂
）

と
身
体
を
洗
い
清
め
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
き
れ
い

な
心
と
身
体
で
参
拝
す
る
為
の
準
備
を
整
え
る
た
め
の

神饌部屋に祀られている竈の神の神祠

根
の
修
理
を
行
っ
て
い
る
。

　
供
膳
所
の
内
部
は
御
盛
相
を
蒸
す
釜
部
屋
と
供
膳
を

整
え
る
神
饌
部
屋
と
に
分
か
れ
て
お
り
、
神
饌
部
屋
に

は
奥お
き
つ
ひ
こ
の
か
み

津
日
子
神
と
奥お
き
つ
ひ
め
の
か
み

津
比
売
神
（
何
れ
も
大お
お
と
し
が
み

歳
神
の
御

子
で
、
竈か
ま
どの
守
護
神
と
さ
れ
る
。）
を
祀
る
神し
ん
じ祠
が
備

え
ら
れ
て
い
る
。

　
当
社
に
は
、
明
治
二
十
八
年
に
拝
殿
に
付
随
し
て
建

築
さ
れ
た
神
饌
所
が
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
供
膳
所

が
建
て
ら
れ
て
い
る
の
に
は
、
十
九
台
に
も
及
ぶ
御
膳

と
大
三
方
を
整
え
配
列
す
る
広
い
場
所
や
、
御
盛
相
を

蒸
す
た
め
に
竈
に
火
を
使
う
の
で
、
火
災
防
止
を
考
慮

し
て
、
本
殿
か
ら
な
る
べ
く
遠
い
境
内
の
東
端
で
あ
る

東
参
道
口
に
建
設
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
竈
の
神
を
祀
っ
て
い
る
事
や
、
神
に
供
え
る    

御
盛
相
を
作
る
建
物
と
い
う
意
味
か
ら
、
米
を
供
え
る

参
拝
者
が
多
い
。

手　水　舍　正　面

手
水
の
使
い
方

建
物
で
あ
る
。

　
手
水
鉢
だ
け
で
屋
根
の
無
い
も
の
は
、
工
作
物
と
し

て
扱
わ
れ
る
。

　
当
社
の
手
水
鉢
は
「
手
水
石
」
と
刻
ま
れ
て
お
り
、

宝
永
二
年（1705

）施
主
佐
藤
助
左
衛
門
の
銘
が
あ
る
。

ま
た
、
手
水
舍
は
記
録
に
よ
る
と
、
昭
和
十
年
に
正
面

鳥
居
脇
に
移
転
し
た
と
さ
れ
る
。

　
昭
和
十
年
は
随
神
門
の
改
築
に
取
り
掛
か
っ
た
年
で

あ
る
事
か
ら
、
以
前
は
随
神
門
の
付
近
に
あ
っ
た
が
、

随
神
門
の
規
模
を
拡
大
し
た
た
め
に
障
害
と
な
り
、
現

在
の
場
所
へ
移
築
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
昭
和
四
十
二
年
十
月
に
は
通
行
中
の
ト
ラ
ッ
ク
の
積

載
物
が
屋
根
に
接
触
し
、
倒
壊
し
た
が
、
当
事
者
が
復

元
し
た
。
平
成
十
二
年
五
月
に
は
龍
ノ
口
と
玉
石
を
設

置
し
、平
成
十
七
年
六
月
に
は
照
明
器
具
を
設
置
し
た
。

　
先
ず
、
右
手
で
柄ひ
し
ゃ
く杓
を
持
ち
、
水
を
く
ん
で
、
そ
の
水

を
左
手
に
そ
そ
い
で
左
手
を
清
め
ま
す
。

　
つ
い
で
、
柄
杓
を
左
手
に
持
ち
換
え
、
同
じ
よ
う
に
右
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